第１号様式
	補装具業者登録申請書

令和　　年　　月　　日


墨 田 区 長　　様

所　在　地

事業者名称

代表者氏名・印　　　　　　　　　　　　　　　　


墨田区における補装具業者として登録を受けたいので、墨田区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条に基づき、必要書類を添えて申請します。

	フリガナ
	

	事業所名称
	

	フリガナ
	

	代表者の氏名
（事業所）
	

	事業所の所在地
	（〒　　　－　　　　）

	連絡先
	電話番号
	
	FAX番号
	

	取扱補装具種目
（取扱をする種目の左に
○印を記入してください）
	
	骨格構造義肢(*)
	
	眼鏡
	
	歩行補助つえ

	
	
	殻構造義肢(*)
	
	補聴器(*)
	
	重度障害者用意思伝達装置

	
	
	装具
	
	車いす(*)
	
	

	
	
	姿勢保持装置
	
	電動車いす(*)
	
	

	
	
	視覚障害者安全つえ
	
	歩行器
	
	

	
	
	義眼
	
	児童用保持具
	
	


※(*)の種目を取扱う場合には、事業所調書の他に、本区が指定する種目別調書の添付が必要です。






第１号の２様式

墨田区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する承諾書

　墨田区長　あて

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者（以下「補装具業者」という。）の登録及び補装具費の代理受領（障害者又は障害児の保護者に代わって補装具業者が補装具費を受領することをいう。以下同じ。）等について、下記の各事項を遵守することを承諾します。
記

１　墨田区の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者（以下「補装具費支給対象障害者等」という。）と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、当該処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うこと。
２　墨田区が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡さないこと。
３　前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、墨田区が不備な箇所を指摘して補装具業者の負担においてこれを改善すること。
４　補装具費支給対象障害者等に対しては懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしないこと。
５　補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、墨田区が補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、その者等に代わり補装具業者が受け取ること。
６　前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなすこと。
７　その販売又は修理を行った補装具について、５の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を引き渡した際に、補装具費支給対象障害者等から補装具費支給券に記載した利用者負担額の支払を受けること。
８　補装具の販売又は修理に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付すること。
９　墨田区に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添えて請求すること。
１０　墨田区が行う補装具費の支払までの期間は、補装具業者から補装具費の適法な請求を受けた日から３０日以内であること。
１１　名称又は所在地その他の事項に変更があった場合及び当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合は、速やかに墨田区に届け出ること。
１２　この遵守事項に違反があった場合又は詐欺その他不正行為があった場合は、当該登録を取り消すこと。
１３　補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、補装具業者の責めに帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、補装具業者の負担においてこれを改善すること。
１４　補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合、目的外使用、取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後９か月以内に生じた破損又は不適合は、補装具業者の負担においてこれを改善すること。ただし、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」（平成１８年厚生労働省告示第５２８号）の別表に規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後３か月以内に生じた不適合等（上記災害等により免責となる事由を除く。）の場合に適用すること。
１５　偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、墨田区からの当該支給額の全部又は一部の返還の求めに応じること。
１６　補装具の製作に関する帳簿及び関係書類を５年間保存すること。
１７　登録の有効期間は、登録をした日から１年間とすること。
１８　前項の登録の有効期間満了１か月前までに墨田区又は補装具業者のいずれか一方から何らかの意思表示が行われないときは、この補装具業者の登録は有効期間満了の翌日から１年延長するものとし、その後も同様とすること。



　　　　年　　月　　日




所　在　地

事業者名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印








第１号の２様式

墨田区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する承諾書（控）

　墨田区長　あて

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者（以下「補装具業者」という。）の登録及び補装具費の代理受領（障害者又は障害児の保護者に代わって補装具業者が補装具費を受領することをいう。以下同じ。）等について、下記の各事項を遵守することを承諾します。
記

１　墨田区の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者（以下「補装具費支給対象障害者等」という。）と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、当該処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うこと。
２　墨田区が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡さないこと。
３　前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、墨田区が不備な箇所を指摘して補装具業者の負担においてこれを改善すること。
４　補装具費支給対象障害者等に対しては懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしないこと。
５　補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、墨田区が補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、その者等に代わり補装具業者が受け取ること。
６　前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなすこと。
７　その販売又は修理を行った補装具について、５の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を引き渡した際に、補装具費支給対象障害者等から補装具費支給券に記載した利用者負担額の支払を受けること。
８　補装具の販売又は修理に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付すること。
９　墨田区に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添えて請求すること。
１０　墨田区が行う補装具費の支払までの期間は、補装具業者から補装具費の適法な請求を受けた日から３０日以内であること。
１１　名称又は所在地その他の事項に変更があった場合及び当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合は、速やかに墨田区に届け出ること。
１２　この遵守事項に違反があった場合又は詐欺その他不正行為があった場合は、当該登録を取り消すこと。
１３　補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、補装具業者の責めに帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、補装具業者の負担においてこれを改善すること。
１４　補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合、目的外使用、取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後９か月以内に生じた破損又は不適合は、補装具業者の負担においてこれを改善すること。ただし、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」（平成１８年厚生労働省告示第５２８号）の別表に規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後３か月以内に生じた不適合等（上記災害等により免責となる事由を除く。）の場合に適用すること。
１５　偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、墨田区からの当該支給額の全部又は一部の返還の求めに応じること。
１６　補装具の製作に関する帳簿及び関係書類を５年間保存すること。
１７　登録の有効期間は、登録をした日から１年間とすること。
１８　前項の登録の有効期間満了１か月前までに墨田区又は補装具業者のいずれか一方から何らかの意思表示が行われないときは、この補装具業者の登録は有効期間満了の翌日から１年延長するものとし、その後も同様とすること。



　　　　年　　月　　日




所　在　地

事業者名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



事業所調書

	事業所名称
	


	事業所所在地
	（〒　　　－　　　　）

電話　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

	事業所の代表者
（役職・氏名）
	



	法人・個人の別
	個人　・　法人　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

	薬事法上の許可・届出及び事業所の従事者状況
	　有　　　　　　年　　月　　日許可証交付　　・　無
　　　　　　　　年　　月　　日届出済証交付

１　管理者又は責任者の氏名　　（　　　　　　　　　　　　　）
２　従業員数
　　　　　　　　管理者　　　　名
　　　　　　　　技術者　　　　名（うち、義肢装具士　　　　名）
　　　　　　　　事務員　　　　名
　　　　　　　　その他　　　　名　　　　計　　　　名


	製作（販売）に必要な製品の仕入先の名称及び商品名
	仕入先の名称
	商品名
	仕入先の名称
	商品名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	事業所所在地
付近略図








最寄駅名〔　　　　　　　　　〕


※事業所の平面図及び建物内部・外観の写真を添付してください。


